
　市営住宅相談コーナーでは、区役所の窓口延長に合わせ

木曜日は｢１９時まで｣窓口業務を行ってまいりましたが、

令和７年６月からは木曜日窓口業務も｢１７時１５分まで｣

とさせていただきます。ただし市営住宅定期募集期間中の

窓口業務については木曜日のみ１９時まで延長いたします。

　皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　　■ 市営住宅相談コーナーの１９時までの窓口延長

令和７年５月まで

毎週木曜日

令和７年６月以降

市営住宅定期募集期間中の木曜日

市営住宅相談コーナーの受付時間変更について(お知らせ)

お問い合わせ先 ・ ご不明な点は

市営住宅課 093-531-3030


